
復興防災ＤＸ研究会設置要綱 

 

 （目的） 

第１条 本県における災害対応に係る様々な場面でのデジタル技術の活用の方向性等について検討す

るに当たり、広く有識者等から意見聴取を行うため、復興防災ＤＸ研究会（以下「研究会」という。）

を設置する。 

 

 （所掌事務） 

第２条 研究会は、災害対応に係る様々な場面でのデジタル技術の活用の方向性等について検討するた

めに意見を聴取するものとする。 

 

 （構成） 

第３条 研究会は、岩手県復興防災部長が就任を依頼する者の出席をもって開催する。 

 

 （座長及び副座長） 

第４条 研究会には、座長及び副座長を置き、構成員の互選により選出する。 

２ 座長は会議の進行を行い、座長に事故があるとき、又は欠けたときは、副座長がその職務を代理す

る。 

 

 （会議） 

第５条 研究会は、岩手県復興防災部長が招集する。 

２ 岩手県復興防災部長は必要と認める場合には、第３条に定める者以外の関係者を招集することがで

きる。 

 

 （庶務） 

第６条 研究会の事務局は、岩手県復興防災部復興危機管理室、復興くらし再建課及び防災課により構

成し、庶務は、復興危機管理室において処理する。 

 

 （設置期間） 

第７条 研究会の設置期間は、３年以内とする。 

 

 （その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、岩手県復興防災部長が別に

定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和５年６月22日から施行する。 

 

 


